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北陸信越運輸局では、北陸信越地域を、住む人にとって

も、訪れる人にとってもより魅力のある、安心・安全で活

力のある地域とするため、地域の関係者と連携しながら

様々な重要な施策に取り組んでいます。

物流効率化・
環境保全の

取組みの推進

地域公共交通
への取組み

交通機関の
安全・安心
対策強化等

観光による
地域振興の推進

■ 運輸局
■ 運輸支局
■ 運輸支局（分庁舎）
■ 自動車検査登録事務所

 運輸支局（分庁舎）
 自動車検査登録事務所

　■ 新潟市
■
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■
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■ 松本市
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TOYAMA
NAGANO

北陸信越運輸局の管轄

北陸信越運輸局の活動北陸信越運輸局の活動

目　標

交通と観光を通じた地域の活力と交流の創造

バリアフリー推進課

技術・防災課

予算の要求、執行、契約、物品・国有財産の管理

船舶のトン数に係る測度の執行及び関係書類の作成

安全防災・危機管理課 交通の安全の確保、交通に関する防災及び危機管理

鉄道等の施設・車両に関する安全確保及び減災対策、被災鉄道等の復旧対応、
鉄道等の整備、運行に関連する環境対策

防災及び危機管理の重要事項に係る企画・立案・調整

船員に関する最低賃金、労働関係の調整、職業紹介、失業保険金の給付及び人材育成
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外国人旅行者の
誘客促進

公共交通の活性化

バリアフリー化の推進

地域公共交通の
確保・維持・改善

１．地域の実情に応じた生活交通の確保維持（地域公共交通確保維持事業）

地域鉄道の安全性向上に資
する設備（※）の更新等
※レール、マクラギ、ATS、車両等

存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交通手段で

あるバス交通、デマンド交通、離島航路、鉄道の確保維持のため、地域の多様な関係者による議論を経た

計画等に基づき実施される取組みを支援しています。

公共交通機関等の
バリアフリー化の

推進

自動車を使わない高齢者や障害者などにとって、公共交通機関は日常生活におい

て、なくてはならないものです。北陸信越運輸局では、公共交通機関の旅客施設、

車両などのハード面のバリアフリー化を促進するとともに、高齢者や障害者など

が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客

施設における誘導などのソフト面のバリアフリー化を推進しています。

物流の効率化

貨物の輸送手段をトラック輸送から鉄道・海運へと転換する

「モーダルシフト」や輸送網の集約化、共同輸配送や貨客混載な

どを進めるとともに、過疎地域等における輸配送の効率を向上

させるため、新たな物流手段として、ドローンの活用のための

支援などを進めています。

交通環境意識の啓発

日本のCO2排出量のうち、運輸部門からの排出量は17.4％を占

めています。運輸部門のなかでは自動車が全体で86.6％を占

め、航空は3.7%、海運は5.5%、鉄道は4.1%となっており、そのほ

とんどが自動車から排出されています。北陸信越運輸局では、

エコ通勤やエコドライブ10の推進など交通環境意識啓発の取

組みを推進しています。

「心のバリアフリー」
の推進 

「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相

互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです。施設整備

が進んでも、国民ひとりひとりがやさしさや思いやりを持って接することがで

きなければ、真の意味でのバリアフリー化は図れません。高齢者や障害者などの

自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性について関心を持ち、理

解を深め、自然に支え合うことができるようにするため、「バリアフリー教室」を

始めとした各種の啓発・広報活動、教育活動などを推進しています。

地域公共交通計画等の策定支援

バリアフリー化を促進するためのマスタープラン・基本構想の策定支援

ローカル鉄道に係る官民共創による公共交通再構築を促す事業等の支援

近年の少子高齢化やマイカーの普及により、バスや鉄道といった「地域公共交通」の利用者が減少し、経営悪化に

伴う路線の廃止などが大きな問題となっています。 

このため、北陸信越運輸局では、「地域公共交通の確保・維持・改善」の取組みに対して支援を行い、公共交通の活

性化を図っています。 

地域の公共交通への取組み

高齢者等の移動円滑化のため
のノンステップバス、福祉タク
シーの導入、鉄道駅における内
方線付点状ブロックの整備等

地域公共交通確保維持改善事業
令和５年度予算額約207億円（昨年比1.00）

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通

サービスの確保・充実に向けた取組みを支援

高齢化が進む過疎地域等の足を
確保するための幹線バス交通や
地域内交通の運行、車両購入等

交通事業者が一定のエ
リアを一括して運行
（エリア一括協定運行）
する場合における長期
安定的な支援

離島住民の日常生活に
不可欠な交通手段であ
る離島航路の運航等

関
係
部
署

交通政策部・鉄道部
自動車交通部・海事部

関
係
部
署

交通政策部・鉄道部
自動車交通部・海事部 物流効率化・環境保全の取組みの推進

関
係
部
署
観光部観光による地域振興の推進

物流施策の推進

物流は、国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。一方、担い手不足の深刻化等、さまざまな課題に

直面しており、いわゆる2024年問題への対応は喫緊の課題となっています。さらなる物流効率化を進めていく

には物流事業者や一部の荷主のみならず一般消費者も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、

物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め、持続可能な物流の実現につなげる施策を強力に推進し

ています。

我が国においても2050年カーボンニュートラルの実現が宣言され、2030年度の新たな温室効果ガス削減目標とし

て46％削減（2013年度比）を目指すこととされています。 北陸信越運輸局においても、2021年7月に取りまとめら

れた「国土交通グリーンチャレンジ」に基づき、本計画を着実に実行し、持続可能で強靱なグリーン社会の実現に向

けて、国民や企業等の意識変更・行動変容を促す環境づくりを進めています。

環境保全の取組み

持続可能な
観光地域づくり

地域の社会・経済に好循環を生む「持続可能な観光地域づくり」を促

進し、訪日外国人旅行者等の来訪と滞在につなげ、地域の活性化を図

る取組みを支援しています。具体的には、地域における多様な関係者

の合意形成において主導的な役割を果たす観光地域づくり法人

（DMO：Destination Management/Marketing Organization）の形成・

確立のための情報・人材・財政による支援や観光地域づくり法人を中

心とした地域の魅力向上のための取組みを支援しています。

また、すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環

境の整備に向けた取組みへの支援も行っています。

北陸信越地域には、「雪の大谷」で有名な立山黒部アルペンルート、

「JAPOW（ジャパンパウダー）」や「スノーモンキー」の評価が高い長

野・新潟スノーリゾート地域、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ

ンの３つ星評価を得た観光地が集まる「北陸・飛騨・信州３つ星街

道」など、日本人のみならず外国人にも魅力的な観光資源が集積し

ています。

こうした多様な観光資源を活かし、管内地域への訪日外国人旅行者

の誘客促進を図るため、地域の観光に取組む事業者等を支援してい

ます。

北陸信越運輸局では、観光行政を担う地方機関として、各地域の観光振興に向けて、地域の多様な人材や自治体

等と連携して各種取組みを進めています。

観光振興

２．快適で安全な公共交通の実現（地域公共交通バリア解消促進等事業）

３．持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画の策定支援
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等と連携して各種取組みを進めています。

観光振興

２．快適で安全な公共交通の実現（地域公共交通バリア解消促進等事業）

３．持続可能な地域公共交通の実現に向けた計画の策定支援

4



乗客の生命、顧客の財産を預かる自動車運送事業者等に対して、輸送の安全の確保等を図る観点から厳正

な監査・処分を実施しています。

また、事故防止に向けた取組みとして、先進安全自動車（ASV）等の導入支援や事故防止の啓発、事業者の

安全意識の向上させることを目的としたセミナーの開催などを実施しています。

さらに貸切バスについては、平成28年１月に発生した軽井沢スキーバス事故を受けてとりまとめられた

「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に基づき、安全対策の取組みを強化してい

ます。

交通機関の安全・安心対策強化等 関
係
部
署

総務部・鉄道部・自動車交通部
自動車技術安全部・海事部

運輸安全マネジメント

各分野での事故防止対策と監査の実施

運輸安全マネジメント制度は、平成17年のJR西日本福知山線脱線事故など、ヒューマンエラーに起因すると考

えられる事故・トラブルの背後要因として、事業者における経営・現場間及び部門間の意思疎通や情報共有、安全

確保に対する経営陣の関与が不十分であったこと等が考えられたことから、運輸事業者における安全意識の浸

透、安全風土の構築を図ることを目的として、平成18年10月に導入されました。

北陸信越運輸局においても、各事業者への運輸安全マネジメントを実施しており、制度導入から現在に至るま

で、事業者の精力的な取組みと事業者に対する継続的支援の結果、運輸安全マネジメント制度は事業者間で概ね

定着し、事故件数の削減等に一定の効果を得られています。

また、近年、自然災害が頻発化・激甚化し、輸送の安全の脅威となっていることから、運輸事業者が全社的な自然

災害対応の取組（防災＋事業継続）を促進し、災害対応力の向上が図られるよう、制度の更なる充実・強化に取組

んでいます。

ユーザーに対する取組み

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車及び整備不良車両を排除す
るため、道路を運行中の自動車を対象に街頭検査を実施しています。ま
た、不正軽油の使用を排除するため、街頭検査の際に軽油中の硫黄成分を
調べる燃料検査も実施しています。 
街頭検査に可搬式のナンバー自動読取装置を導入して、公道を走行する車
検切れ車両を把握し、当該車両のドライバーに直接指導・警告を行っています。
自動車は、使用しているうちに、様々なところが劣化・摩耗し、環境汚染や
事故発生の原因となります。このため、自動車点検整備推進運動などを通
じて、自動車ユーザーの保守管理意識の高揚を図り、日常点検整備や定期
点検整備の呼びかけや、健全な自動車整備事業の育成のために、整備事業
の責任者・従業員に対し、各種研修を通して検査・整備に関する法令の遵
守、知識・技術の向上を図っています。

運輸安全マネジメント評価の効果・課題

❶現場とのコミュニケーションの充実　❷全社員の安全意識の高まり　❸内部監査による改善点等の抽出 など

❶構築された事業者に対するより一層の高度化促進　❷中小零細事業者に対する取組み促進
❸運輸安全マネジメント制度の更なる普及・展開

今後の課題

効 果
（大手事業者アンケートより）

事
業
者

保 安 監 査

本　社

経営管理部門

安全統括管理者
（副社長等）

鉄道（旅客・貨物）　 海運（旅客・貨物）
航空　 自動車（バス・タクシー・トラック）

現業実施部門

本社や支社、営業所等の
事務所や輸送現場等を監査

運輸安全マネジメント制度

国において
安全管理体制を確認

経営トップ、安全統括管理者等に、運輸安
全調査官等が直接インタビュー等を実施。
確認された事実と講評・指摘をまとめた評
価報告書を作成・事業者に手交

PDCA
サイクル

本　社

経営管理部門

安全統括管理者安全への
主体的関与

経営トップ（社長）

経営管理部門
（運輸部長等）

経営企画等の部門
（経営企画部長等）

Act
継続的

見直しと改善

Check
内部監査の

実施

Plan
安全方針の

作成等

Do
双方向の

情報伝達等

自動車での取組み

鉄軌道・索道での取組み

鉄軌道・索道の事故情報及び事故等調査の結果を速やかに事業者に提供するほか、鉄道保安連絡会議、講

習会等の機会を捉え積極的に周知し、事故の未然防止、事故等の再発防止を図っています。また、これら

の情報等を踏まえ、鉄軌道・索道の保安監査を強化し、各事業者の輸送の安全性向上と事故防止に係る意

識の向上を推進しています。

船舶での取組み

日本船舶に対して、適正な総トン数の維持のための臨検、運航の安全や海洋汚染防止を図るための各

設備等への国内規則に基づく検査、運航管理や船員の労働環境に関する監査を実施しています。

外国船舶に対し、船舶の航行の安全、海洋環境の保護、船員の労働環境等について、国際基準に基づき、

設備と運用の両面から立入検査（PSC：ポートステートコントロール）を実施しています。

自動車を運行する際には、国への登録が義務づけられており、

新たに使用するときに行う「新規登録」、所有者の住所等に変更

があったときに行う「変更登録」、譲渡等により所有者を変更し

たときに行う「移転登録」及び自動車の使用をやめたときなど

に行う「抹消登録」などの業務を行っています。

自動車の登録

自動車の安全性の確保と公害の防止その他環境の保全に資す

るため、国が客観的な安全・環境基準（保安基準）を設けていま

す。個々の自動車がこの基準に適合するかどうかの確認をする

のが「自動車検査」です。

自動車検査には、新たに使用するときに行う「新規検査」、自動

車検査証の有効期間満了後も引き続き使用するときに行う「継

続検査」、自動車の構造等を変更したときに行う「構造等変更検

査」などがあり、これらの検査の結果、保安基準に適合した自動

車に自動車検査証の交付等を行っています。

自動車の整備・保安業務

自動車特定整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定、指

定自動車整備事業の指定に関する審査及び指導監督並びに自

動車運送事業の整備管理者及び運行管理者に関する届出書の

受理、自動車整備士技能検定試験等に関する業務を行うほか、

ユーザーに対する不正改造車排除運動や点検整備推進運動な

どのキャンペーン等を実施しています。

自動車の登録と検査に関する業務

自動車の登録自動車の検査
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